
（運用基準　様式３）

１　事業内容

２　契約の相手方 特定非営利活動法人でっかいそら

３　評価結果 次表のとおり

順位

　 　※　特定非営利活動法人教育支援協会南関東は、総合点の６０パーセントに満たないため、失格となります。

 　子どもたちを地域で支える支援として、常設型の支援施設「子どもの生活塾」を設置し、課題を複
合的に抱える世帯に対して、以下（１）～（４）の支援を行います。
　加えて、（５）～（９）の支援は区役所と協議のうえ支援を行うことができます。
（１）日常生活習慣等を身に付けるための支援
（２）安心して過ごせる居場所の提供
（３）学校の勉強の復習・宿題等の習慣づけ
（４）基礎的な内容の学び直し
（５）対象生徒及びその保護者への個別相談
（６）事業利用を中断又は終了した生徒及びその保護者への個別相談
（７）アシスタント派遣による、生活の安定を図るための支援及び、自立を支援するための情報提
供、助言等による生活支援
（８）基本的な生活習慣を身に付けるための生活支援を前提とした、高校受験のための進学支援
（９）その他支援

‐

令和5年2月22日

「瀬谷区寄り添い型生活支援事業委託（瀬谷区南部）」受託者選定結果

　　　　瀬谷区寄り添い型生活支援事業委託（瀬谷区南部）について、公募型プロポーザル方式で受託者選定を実施した
結果、次のとおり受託者を決定しました。

評価点数

２０１点（／４１２点）

1
特定非営利活動法人

でっかいそら
２９９点（／４１２点）

瀬谷区こども家庭支援課

充足率

４/５

提案者

特定非営利活動法人
教育支援協会南関東

委員長

○

副委員長

○

提案者より提案書に基づく提案内容の説明を１５分間受け、その後１５分間
の質疑応答を行った。
・職員の配置について
・利用する子どもや保護者への支援について
・生活支援について（入浴支援について）
・職員の人材育成、研修について

こども家庭支援課

○評価委員会開催経過

○評価基準

　別紙のとおり

事務局

委員

×

委員会開催日時
及び開催場所

評価委員の出席状
況

主な発言内容

委員

○

委員

○

令和５年１月16日　午前９時30分～11時05分　　瀬谷区役所３階特別会議
室



評価の項目
（　）配点

評価対象 配点

Ａ
加点要素

（5）

Ｃ
基本
（3）

Ｅ （1）

Ａ
加点要素
（10）

Ｂ
加点要素

（8）

Ｃ
基本
（6）

Ｄ
減点要素

（4）

Ｅ （2）

Ａ
加点要素
（15）

Ｂ
加点要素
（12）

Ｃ
基本
（9）

Ｄ
減点要素

（6）

Ｅ （3）

Ａ
加点要素
（20）

Ｂ
加点要素
（16）

Ｃ
基本
（12）

Ｄ
減点要素

（8）

Ｅ （4）

Ａ
加点要素
（20）

Ｂ
加点要素
（16）

Ｃ
基本
（12）

Ｄ
減点要素

（8）

Ｅ （4）

・子ども及び子育て家庭への支援活動について十分な実績が
ある。

・子ども及び子育て家庭への支援活動について実績がある。
法人・団体等の
事業実績

5

・子ども及び子育て家庭への支援活動について実績が不十分
である。

・本事業の目的及び内容を理解し、解決に向けた方向性が示さ
れている。

・目的及び内容について、一部理解していない部分がある。

・目的及び内容を全く理解していない。

・企画内容の妥当性に欠ける。

・将来にわたって発展が見込まれる内容が示されている。

・継続的に実施可能な内容が示されており、実現性も高い。

・企画内容に具体的な方法や手順が示されており、実現性があ
る。

・実現には課題がある。

解決に向けた方向
性

業務実施方針
（25）

15

瀬谷区寄り添い型生活支援事業委託　評価基準（おもて）

評価の着眼点

・（Ｂ）に加え、瀬谷区の特性や課題を十分に理解している。

小学生、中学生の
現状や、彼らが抱
える課題について
の理解度

10

・法人の実績に基づき、具体的な解決への方向性が示されてい
る。

・現在までの法人の活動実績に基づき、現状の課題を理解して
いる。

・本事業の対象者を取り巻く社会情勢の現状や、対象者が抱え
る課題について理解している。

・現状や課題について一部理解が不十分な点がある。

・現状や課題について理解が不十分である。

・（Ｂ）に加え、瀬谷区の対象者へ対応した、具体的な解決への
方向性が示されている。

法人・団体等の
事業実績

（5）

20

・具体性がなく、実現性に乏しい。

業務実施内容と
手法
（40）

企画内容の妥当性

企画内容の実現性

20

・支援要素の一部が欠けている。
・妥当でない内容が含まれている。

・（Ｂ）に加え、瀬谷区独自の課題に対応した企画内容が示され
ている。

・生活支援に関して、法人独自の企画内容が示されている。

・生活支援に関して、要綱の内容を盛り込んで示されている。



評価の項目
（　）配点

評価対象 配点

Ａ
加点要素

（15）

Ｂ
加点要素

（12）

Ｃ
基本
（9）

Ｄ
減点要素

（6）

Ｅ （3）

Ａ
加点要素

（10）

Ｂ
加点要素

（8）

Ｃ
基本
（6）

Ｄ
減点要素

（4）

Ｅ （2）

Ａ
加点要素

（5）

Ｂ
加点要素

（4）

Ｃ
基本
（3）

Ｄ
減点要素

（2）

Ｅ （1）

Ａ
加点要素

（１）

Ａ
加点要素

（１）

　【評価方法】
１　各評価項目について、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５段階評価とする。
２　配点が３点の場合は、　Ａ＝１点、Ｂ＝０点とする。
　  配点が５点の場合は、　Ａ＝５点、Ｂ＝４点、Ｃ＝３点、Ｄ＝２点、Ｅ＝１点とする。
　　配点が１０点の場合は、Ａ＝１０点、Ｂ＝８点、Ｃ＝６点、Ｄ＝４点、Ｅ＝２点とする。
　　配点が１５点の場合は、Ａ＝１５点、Ｂ＝１２点、Ｃ＝９点、Ｄ＝６点、Ｅ＝３点とする。
　　配点が２０点の場合は、Ａ＝２０点、Ｂ＝１６点、Ｃ＝１２点、Ｄ＝８点、Ｅ＝４点とする。
３　以下のどちらかに当てはまる場合は受託候補者としない。
　(1)総合点（ワーク・ライフ・バランスに関する取組を除く）が６０％に満たない場合

ワーク・ライフ・
バランスに関す

る取組
（３）

行動計画の策定や
認定の有無（無の
場合はB評価（０

点）とする）
次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみんマーク、プラ
チナくるみんマーク）の取得

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認
定（えるぼし）の取得

若年雇用促進法に基づく認定（ユースエール）の取得

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局
に届出ている。(従業員101人未満の場合のみ加算)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動
計画を策定し、労働局に届出ている。（従業員101人未満のみ加算）

よこはまグッドバランス賞の認定の取得3

Ａ
加点要素

（１）

下記認定のいずれか１つを取得している。

　　　　　　　小計①　　　　点

・事業実施に十分な人材確保の考え方が示されていない。

15

業務実施体制
（30）

実施組織

収支予算

個人情報の取扱い

①実現性の高い人材確保の考え方（資格・経歴）が示されている。
②安全に子どもを預かる職員体制について示されている。

10

（うら）

評価の着眼点

・法人としてのバックアップ体制が確立している。
・常勤１名が確保されている。
・安全に子どもを預かる職員体制が確立されている。

・常勤１名が確保されている。
・安全に子どもを預かる職員体制について具体的な記載があ
る。

5

・法人内部での個人情報取扱の研修実績がある等、情報管理
を組織的に取り組んでいる。

・法人内部で個人情報取扱についての規程を作成している。

・個人情報取扱の基礎的な考え方について理解している。

・法人としてのバックアップがあり、財政基盤が安定した事業運
営が見込める。

・収入と支出のバランスが取れ、効率的な事業の執行が見込め
る。

・収入と支出のバランスが取れている。
・人件費・賃借料・事業費などの必要な経費を見込み、実現可能なも
のとなっている。

・収支が赤字になっている。
・実現性が低い内容が示されている。

・実現性がない。

・個人情報取扱の基礎的な考え方について、一部理解が不十
分である。

・個人情報取扱について、全く理解していない。

　　　　　　　小計②　　　　点

　　　　　　 総合計（小計①+②）　　　　　点

・①②のどちらかが、欠けている。または、内容が不十分であ
る。
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